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	①地共済法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件
	②地共済法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件
	⑤地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件
	⑥地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件
	⑦地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件



